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９
月
5
日
、
交
通
安
全
啓
発
全
国
キ
ャ
ラ

バ
ン
隊
メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
達
式
が
高
瀬
町
農
村

環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
、
地
元
か
ら

は
交
通
安
全
母
の
会
や
老
人
ク
ラ
ブ
な
ど
約

２
０
０
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
全
国
キ
ャ
ラ
バ
ン
隊
の
代
表
は
、
内
閣
府

か
ら
託
さ
れ
た
交
通
安
全
に
対
す
る
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
、
市
長
に
伝
達
。
市
長
は
そ
れ
を
受

け
た
あ
と
、『

み

ん
な
で
　
と

り
く
も
う

よ

し
！

今
日
か
ら
交
通
安
全
』
と
書
か
れ

た
色
紙
を
キ
ャ
ラ
バ
ン
隊
に
手
渡
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
伝
達
式
に
先
立
ち
比
地
二
幼
稚
園

児
と
銭
太
鼓
同
好
会
の
皆
さ
ん
に
よ
る
歓
迎

セ
レ
モ
ニ
ー
が
あ
り
、
式
典
に
花
を
添
え
ま

し
た
。

第
８
回
三
豊
市
地
域
審
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
の
開
催

秋
の
行
政
相
談
週
間

１０
月
２０
日
（
月
）

　
　
　
　
〜
２６
日
（
日
）

交
通
安
全
キ
ャ
ラ
バ
ン
隊
の

　
　
　
メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
達
式

み
ん
な
で
す
す
め
よ
う
交
通
安
全

消
防
団
合
同
基
礎
訓
練

自
主
防
災
訓
練

山
本
・
豊
中
方
面
隊

地
域
防
災
新
街
連
合
会

　　
本
年
度
、
第
２
回
目
と
な
る
地
域
審
議
会

が
８
月
１８
日
か
ら
２７
日
に
か
け
て
の
７
日
間
、

各
地
域
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
会
長
、
副

会
長
を
選
出
し
た
後
、

三
豊
市
新
総
合
計
画

基
本
構
想
（
素
案
）

に
つ
い
て
審
議
を
行

っ
た
結
果
、
す
べ
て

の
地
域
審
議
会
で
諮

問
の
と
お
り
了
承
さ

れ
ま
し
た
。

　
各
地
域
の
会
長
、
副
会
長
は
次
の
皆
さ
ん

で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

　
　
　
　
（
会
　
　
長
）
　
　（
副
　会
　長
）

・
高
瀬
地
域
審
議
会

　
　
　
　
貞
廣
　
浩
征
　
　
秋
山
　
惠
子

・
山
本
地
域
審
議
会

　
　
　
　
大
西
　
教
聖
　
　
三
宅
　
倫
子

・
三
野
地
域
審
議
会

　
　
　
　
関
　
　
　
博
　
　
西
川
　
正
明

・
豊
中
地
域
審
議
会

　
　
　
　
詫
間
　
忠
克
　
　
今
川
　
文
昭

・
詫
間
地
域
審
議
会

　
　
　
　
佐
藤
　
　
一
　
　
横
山
久
美
子

・
仁
尾
地
域
審
議
会

　
　
　
　
楠
本
　
久
雄
　
　
浪
越
　
啓
次

・
財
田
地
域
審
議
会

　
　
　
　
野
口
　
義
憲
　
　
菅
原
　
順
三

▼
問
い
合
わ
せ

　
地
域
振
興
室
　
☎
７３
・
３
０
１
３

　
８
月
２４
日
、
大
野
小
学
校
運
動
場
で
山
本

方
面
隊
と
豊
中
方
面
隊
が
、
合
同
基
礎
訓
練

を
実
施
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
消
防

団
が
一
致
団
結
し

て
消
火
活
動
を
行

な
う
た
め
に
必
要

な
基
礎
動
作
を
反

復
し
て
行
う
も
の

で
、
各
方
面
隊
で

実
施
さ
れ
て
い
ま

す
。
訓
練
は
、
三

観
広
域
北
消
防
署

員
の
指
導
に
よ
り

各
個
訓
練
と
部
隊

訓
練
を
行
な
い
ま

し
た
。

　
８
月
３１
日
、
新
街
連
合
会
の
自
主
防
災
訓

練
が
三
野
町
下
高
瀬
の
三
豊
ク
リ
ア
プ
ラ
ザ

広
場
で
行
わ
れ
、
地
元
住
民
な
ど
約
２
０
０

人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
今
後
発
生
が
予
想
さ
れ
る
風
水
害
や
震
災

に
そ
な
え
て
、
毎
年
、
自
主
防
災
訓
練
を
行

っ
て
い
て
今
年
で
４
回
目
。
訓
練
で
は
、
Ａ

Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
を
使
っ
た

救
急
救
命
処
置
方
法
や
防
災
機
材
の
使
い
方
、

ロ
ー
プ
の
結

び
方
な
ど
を

三
観
広
域
北

消
防
署
員
の

指
導
の
も
と

実
践
し
ま
し

た
。

　
国
の
仕
事
や
サ
ー
ビ
ス
、
各
種
制
度
の
手

続
き
な
ど
に
つ
い
て
、
苦
情
や
意
見
・
要
望

を
お
持
ち
の
人
は
い
ま
せ
ん
か
。

　
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
行
政
相
談
委

員
が
、
皆
さ
ん
か
ら
の
苦
情
な
ど
を
お
聞
き

し
、
解
決
の
促
進
や
、
行
政
運
営
の
改
善
を

図
っ
て
い
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
三
豊
市
の
行
政
相
談
委
員
は
、
次
の
皆
さ

ん
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

・
高
瀬
町
（
平
池
）
　
　
　
池
田
　
耕
二

・
山
本
町
（
西
中
）
　
　
　
神
原
　
将
弘

・
三
野
町
（
北
村
）
　
　
　
森
　
　
　
登

・
豊
中
町
（
南
）�

　
　
　
十
鳥
　
茂
義

・
詫
間
町
（
須
花
）
　
　
　
冨
山
　
修
武

・
仁
尾
町
（
古
江
上
）
　
　
塩
田
　
富
雄

・
財
田
町
（
久
保
の
下
）
　
神
山
　
　
正

▼
問
い
合
わ
せ

　
総
務
課
　
☎
７３
・
３
０
０
０



　
国
民
健
康
保
険
以
外
の
医
療
保
険
の
扶
養
家
族
で
あ
っ
た
人
の
長
寿
医
療
（
後
期
高
齢
者

医
療
）
制
度
の
保
険
料
は
、
平
成
２０
年
４
月
か
ら
９
月
ま
で
は
凍
結
措
置
に
よ
り
納
め
て
い

た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
１０
月
か
ら
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

　
税
務
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
７３
・
３
０
０
６

　
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
　
　
☎
０
８
７（
８
１
１
）
１
８
６
６

　
自
営
業
な
ど
の
人
を
対
象
に
、
ゆ
と
り
あ

る
老
後
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
老

齢
基
礎
年
金
に
上
乗
せ
し
て
年
金
を
給
付
す

る
公
的
な
年
金
制
度
で
す
。

　
２０
歳
か
ら
６０
歳
未
満
の
国
民
年
金
第
１
号

被
保
険
者
で
す
。
た
だ
し
、
国
民
年
金
の
保

険
料
を
免
除
さ
れ
て
い
る
人
、
農
業
者
年
金

に
加
入
し
て
い
る
人
は
、
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

①
税
制
面
で
優
遇

　
国
民
年
金
基
金
の
掛
け
金
は
す
べ
て
社
会

保
険
料
と
し
て
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
、
受

け
取
る
年
金
に
も
公
的
年
金
控
除
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

②
掛
け
金
が
お
得

　
年
金
の
受
取
額
が
同
額
の
場
合
、
月
々
の

掛
け
金
は
一
般
の
個
人
年
金
に
比
べ
て
安

く
な
っ
て
い
ま
す
。

③
何
口
か
ら
で
も
加
入
で
き
て
、
増
減
も
自
由

　
毎
月
の
掛
け
金
の
上
限
で
あ
る
６
８
，

０
０
０
円
の
範
囲
内
な
ら
何
口
か
ら
で
も

始
め
ら
れ
（
た
だ
し
、
個
人
型
確
定
拠
出

年
金
に
加
入
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の

掛
け
金
と
合
わ
せ
て
６
８，

０
０
０
円

が
上
限
）、さ
ら
に
加
入
後
も
増
減
で
き
ま

す
。

④
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
年
金
設
計
が
可
能

　
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
が
あ
る
の
で
、
そ
れ

ぞ
れ
に
合
っ
た
年
金
設
計
が
で
き
ま
す
。

⑤
公
的
年
金
だ
か
ら
安
心

　
国
民
年
金
基
金
の
支
給
す
る
老
齢
年
金
は
、

国
民
年
金
と
と
も
に
「
国
民
年
金
法
」
で

定
め
ら
れ
た
公
的
年
金
で
す
。

　
国
民
年
金
の
保
険
料
が
未
納
と
な
っ
た
場

合
、
そ
の
未
納
と
な
っ
た
期
間
に
つ
い
て
は

基
金
の
掛
け
金
を
納
付
し
て
い
た
と
し
て
も
、

年
金
ま
た
は
遺
族
一
時
金
が
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
。
国
民
年
金
の
保
険
料
も
忘
れ
ず
に
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

　
香
川
県
国
民
年
金
基
金
で
は
、
国
民
年
金

基
金
に
つ
い
て
の
年
金
相
談
所
を
開
設
し
ま

す
。

日
時
　
１０
月
１４
日（
火
）

　
　
　
詫
間
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
第
２
会
議
室

　
　
　
１０
月
１５
日（
水
）

　
　
　
三
豊
市
役
所
　
西
館
第
４
会
議
室
　

時
間
　
午
前
１０
時
〜
午
後
４
時

▼
問
い
合
わ
せ

　
香
川
県
国
民
年
金
基
金

　　

０
１
２
０（
６
５
）４
１
９
２

も
う
ひ
と
つ
の
安
心
を
プ
ラ
ス

国
民
年
金
基
金
を
ご
存
じ
で
す
か
？

国
民
年
金
基
金
と
は

加
入
で
き
る
人
は

国
民
年
金
本
体
の
保
険
料
納
付
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
忘
れ
な
く
！

国
民
年
金
基
金
の
５
つ
の
メ
リ
ッ
ト

年
金
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

長
寿
医
療
制
度
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
以
外
の
医
療
保
険
の
扶
養
家
族
【
※
】
で
あ
っ
た
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
保
険
料
の
納
付
が
始
ま
り
ま
す

※
市
町
国
民
健
康
保
険
、
国
民
健
康
保
険
組
合
を
除
く
、

　
政
府
管
掌
保
険
、
船
員
保
険
、
健
保
組
合
、
共
済
組
合
等
の
保
険
の
扶
養
家
族
の
こ
と
で
す
。

平
成
２０
年
度
は
年
額
で
「
２，
３
０
０
円
」
で
す
。

所
得
割
額
の
負
担
は
な
く
、
均
等
割
額
の
９
割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
◇
年
金
天
引
き（
特
別
徴
収
）の
人

　
　
１０
月
の
年
金
支
給
分
か
ら
天
引
き
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

　
◇
年
金
天
引
き
以
外（
普
通
徴
収
）の
人

　
　
市
役
所
ま
た
は
銀
行
等
の
窓
口
で
、
三
豊
市
か
ら
送
付
す
る
納
付
書
で
直
接
納
め

　
　
て
く
だ
さ
い
。

　
（
口
座
振
替
を
希
望
す
る
人
は
、
別
途
手
続
き
が
必
要
で
す
）

　
　
最
初
の
納
期
限
は
１０
月
末
日
と
な
り
ま
す
。

　
【
普
通
徴
収
対
象
者
に
は
、
１０
月
初
旬
に
市
役
所
か
ら
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。
】

納
め
て
い
た
だ
く
保
険
料
額

保
険
料
の
納
付
方
法
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